
サンプルテキスト

■事業内容■ 

  

１ 環境管理に伴う調査・測定・化学分析        

２ ダイオキシン類に係る濃度計量証明 

３ ビル管理に伴う水質検査･空気環境測定   

４ 水道法第 20 条に基づく水質検査 

５ 土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査 

６ 労働衛生管理に伴う作業環境測定 

７ トータルサニテーション管理 

８ 委託試験・研究・開発 
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廃棄物海洋投入に新許可制度  環境省 
 

 

 

 

    

      

〒336 -0015 埼玉県さいたま市南区大字太田窪 2051 番地 2 

TEL.048-887-2590   FAX.048-886-2817 
ＵＲＬ：www.knights.co.jp 

 
 ２００４年３月９日の閣議で「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律（海洋汚染防止法）」の改

正案が閣議決定され、第１５９回国会に提出されることになりました。 

この改正案はあと１～２年中に発効予定となっている「１９７２年の廃棄物その他の物の投棄による海

洋汚染の防止に関する条約」（ロンドン条約）の１９９６年議定書の批准への準備を目的としたものです。 

 

〈内容〉 

（１）廃棄物の海洋投入処分を行うに当たり、排出事業者ごとに 

・ 廃棄物減量化のための取組み 

・ 廃棄物の特性 

・ 排出予定海域の環境に与える影響評価の結果 

等に関する審査を行い、適切な場合に限り環境大臣が処分許可を与える許可制度を新設する 

（２）当該許可に基づき廃棄物を排出する際には、海上保安庁長官による確認を受けることが義務付

ける  

（３）現在一部認められている陸上起因の廃棄物の洋上焼却を全面禁止する 

（４）その他新たな許可制度に係る罰則規定等所要の規定を整備する 

 

資料：2004 年３月８日付 EIC ネット 
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